
 

 

益   田   市 
 
  令和 4 年 11 月 22 日 
  報 道 発 表 資 料 
 

 

第 556 回益田市議会（定例）予定議案について 

 

（初日） 

○ 専決処分の報告について（1件） 

･地方自治法第179条第1項の規定による専決処分 
     （令和4年度益田市一般会計補正予算第4号 

 補正額 314,383千円  補正後の額 29,695,412千円 
 価格高騰緊急支援給付金事業費 314,383千円、国庫支出金の補正） 

 

○ 条例案件について（7件） 
  ・地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定について 
     （地方公務員法の改正による定年引上げに伴う所要の改正 
      施行日：令和5年4月1日） 
 
  ・益田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例制定について 
     （地方公務員法の改正による定年引上げに伴う所要の改正 
      施行日：令和5年4月1日 ただし、附則第11条の規定は公布の日） 
 
  ・益田市職員の高齢者部分休業に関する条例制定について 
     （地方公務員法第26条の3に規定する高齢者部分休業の導入に伴う条例の制定 
      施行日：令和5年4月1日） 
 
  ・益田市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について 
     （令和4年人事院勧告等に準拠した報酬の改定 
      一時金の引上げ 現行2.40月→2.50月 
      施行日：令和4年12月1日 ただし、第2条の規定は令和5年4月1日） 
 
  ・市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について 
     （令和4年人事院勧告等に準拠した給与の改定 
      一時金の引上げ 現行2.40月→2.50月 
      施行日：令和4年12月1日 ただし、第2条の規定は令和5年4月1日） 
 

・益田市職員給与に関する条例等の一部を改正する条例制定について 
     （令和4年人事院勧告等に準拠した職員給与の改定 
      正規職員 
       給料表の改定（改定幅 月額200円～4,000円） 
       一時金の引上げ 現行4.30月→4.40月 
      任期付職員 
       給料表の改定（改定幅 月額1,000円） 
       一時金の引上げ 現行3.25月→3.30月 
      再任用職員 
       一時金の引上げ 現行2.25月→2.30月 
      会計年度任用職員 
       給料表の改定（改定幅 月額200円～4,000円） 
       一時金の引上げ 現行2.40月→2.50月 
       施行日：令和4年12月1日 ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は令和5年4月1日） 
       

担当課名 総務管財課 

担当者名 和﨑 幹弘 

電話番号 0856－31－0150 

FAX 番号 0856－23－4977 

E-mail   soumu@city.masuda.lg.jp 

 



・益田市手数料条例の一部を改正する条例制定について 
（建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則等の改正に伴う建築物エネルギー消費性
能向上計画等の認定申請単位の見直しに係る所要の改正 

 施行日：公布の日） 
 

 

○ 補正予算について（6件） 

  ・令和4年度益田市一般会計補正予算第５号 
     （補正額 656,358千円   補正後の額 30,351,770千円） 

別紙資料（財政課作成） 
 

  ・令和４年度益田市介護保険特別会計補正予算第２号 
     （補正額 1,717千円   補正後の額 6,367,005千円 
      益田地区広域市町村圏事務組合介護保険費負担金 △242千円、地域介護予防活動支援事業費 419

千円、成年後見制度利用支援事業費 1,440千円、介護保険費国県支出金等返還金 100千円、繰入金
の補正） 

 

  ・令和４年度益田市国民健康保険事業特別会計補正予算第２号 
     （事業勘定 補正額 △1,260千円   補正後の額 5,272,429千円 
      国民健康保険事務費 4千円、国民健康保険事業基金積立金 △4,478千円、返還金 3,214千円、県支

出金、繰入金、国庫支出金の補正） 
     （美都診療施設勘定 補正額 732千円   補正後の額 21,605千円 
      診療施設運営経費 732千円、繰入金、諸収入の補正） 
 

  ・令和４年度益田市市有林事業特別会計補正予算第１号 
     （補正額 964千円   補正後の額 23,517千円 
      市行造林事業費 964千円、財産収入の補正） 
 

  ・令和４年度益田市下水道事業会計補正予算第１号 
     （補正額 収益的収入 11,716千円   補正後の額 539,444千円 
          収益的支出 11,716千円   補正後の額 525,758千円 
      エネルギー価格高騰による動力費の増等に伴う補正） 

 

  ・令和４年度益田市水道事業会計補正予算第３号 
     （補正額 収益的収入 10,983千円   補正後の額 1,230,096千円 

収益的支出 65,078千円   補正後の額 1,155,280千円 
      水道料金減免対策に係る経費及びエネルギー価格高騰による動力費の増等に伴う補正） 
 
 

○ 指定管理者の指定について(1件） 
  ・益田市立宿泊交流センターの指定管理者の指定について 
     （地方自治法第244条の2第6項の規定に基づく議会の議決） 
 
 

○ その他について（1件） 

  ・市道路線の認定について 
     （道路法第8条第2項の規定による市道路線の認定 2路線） 
 
 
 

（中日） 

○条例案件について（2件） 
・益田市個人情報の保護に関する法律施行条例制定について 

     （個人情報の保護に関する法律の改正に伴う所要の改正 
      施行日：令和5年4月1日） 
 



  ・益田市情報公開・個人情報保護審査会条例制定について 
     （個人情報保護制度に係る附属機関の整理に伴う益田市情報公開・個人情報保護審査会の設置に関す 
      る条例の制定 
      施行日：令和5年4月1日） 
 

（最終日） 

○ 人事案件について（2件） 

  ・行政情報公開不服審査会委員の任命について 
     （益田市行政情報公開条例第19条第2項の規定に基づく議会の同意） 

 

  ・教育委員会委員の任命について 
     （地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 4条第 2項の規定に基づく議会の同意） 

 


